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納税協会は
あなたのお役
に立ちます！！
税のご相談は
お気軽に

お越し下さい。
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　諸寄港は、「ひとつ波」とよばれる一年を通して穏やかな波、「見渡せば、沖に絹巻　千歳
松　波諸寄に雪の白浜」と、かの西行法師が詠まれた「雪の白浜」など、古くから枕草子、
古今六帖、蜻蛉日記などの和歌に詠まれた名勝地です。
　また、江戸時代には北前船の寄港地として栄え、人と物が行き交う賑わいのある町でした。
その名残で、今なお漁村特有の入り組んだ細く迷路のような路地のあちこちに、歴史ある建
造物などの文化財が点在しています。
　路地を抜ける爽やかな海風の中、のんびりと散策するのがこの町のお勧めです。おなかが
すいたら浜坂名産の「焼き竹輪」。特にこの季節はアゴ竹輪（トビウオの竹輪）が、お勧めです。
その場で食べてよし、お土産にもよし、是非ご賞味ください。
　令和元年度に日本遺産に認定された、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間「北前線寄
港地・船主集落の諸寄港」を、今後も新温泉町は地域活性化の大きな柱として取り組んでま
いります。
※新温泉町では、諸寄の町歩きマップ（9頁に掲載）を作製しました。ご利用ください。
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諸寄

・着任のご挨拶（今井律雄氏）‥‥‥‥‥‥‥‥‥２
・人事異動（豊岡税務署、豊岡県税事務所）‥‥‥２
・令和３年度定時総会開催（納税協会・納税貯蓄組合）‥３
・第60回「税に関する高校生の作文」募集‥‥‥‥４
・申告書の提出について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４
・「適格請求書等保存方式」が導入されます‥‥‥５

・令和２年 兵庫県納税功労者表彰  ‥‥‥‥‥‥‥６
・個人事業税の納税について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６
・ゴルフ場利用税、不動産取得税‥‥‥‥‥‥‥‥７
・固定資産税の「使用者課税」について‥‥‥‥‥８
・「諸寄港」まち歩きマップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９
・納税協会青年部会だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０
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　残暑の候、豊岡納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人豊岡納税協会の会員の皆様方には、
益々清栄のこととお喜び申し上げます。
　皆様方におかれましては、平素から税務行政につきまして深いご理解と格別のご協力を賜り、
厚くお礼を申し上げます。

　私は、本年7月の定期人事異動により豊岡税務署長を拝命し、このたび着任いたしました今井でございます。
　但馬地域は、自然環境に恵まれた歴史と伝統のある地域であり、当署に勤務できますことは、大変光栄であります
とともに、税務署長という責任の重さに改めて身の引き締まる思いをいたしております。
　微力ではございますが、精一杯、職責を全うしてまいりますので、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、納税貯蓄組合連合会におかれましては、「中学生の税についての作文」や「小学生の税に関する書道・ポス
ター」の募集など、各種事業を積極的に展開され、租税教育の充実等にご尽力いただき、ありがとうございます。
　また、納税協会におかれましては、公益社団法人として、確定申告期の広報活動や、租税教室に多数の講師を派遣
していただくなど、積極的な事業活動を通じて税知識の普及に大きな役割を果たしておられ、大変心強く感じている
次第であります。
　私ども、税に携わるものとしましては、適正かつ公平な課税と徴収の実現に向けて、その使命を果たすよう努めて
まいりますとともに、各種情報の提供をはじめ、税務相談や税務手続における利便性の向上など、様々な納税者サー
ビスの充実に最大限努力する所存でありますので、今後とも一層のご理解とお力添えを賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
　ところで、令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入され、適格請求書（イン
ボイス）を発行することができる「適格請求書発行事業者」の登録申請が令和3年10月から可能となります。
　国税当局といたしましては、インボイス制度の円滑な実施に向けて、事業者の皆様に制度の内容を十分理解してい
ただけるよう、制度の周知・広報や丁寧な相談対応に取り組んでまいります。
　結びに当たりまして、皆様方のご事業の益々のご発展とご健勝を心から祈念いたしまして、私の着任のあいさつと
させていただきます。

着任のご挨拶
豊岡税務署長 今　井　律　雄

人　事　異　動
豊岡税務署（７月１０日付）

所　　属 氏　 名 前　　任　　署　　等
転　　　　　　　入 転　　　　　　　出

税 務 署 長 特別国税調査官（総合）東 財務省
（造幣局）今井　律雄

氏　 名 転　　　出　　　先
大臣官房付
総務部長佐藤　元則

但馬県民局　豊岡県税事務所（４月１日付）

職　　名 氏　 名 前　　　任　　　等
転　　　　　　　入 転　　　　　　　出

課税第2課長

氏　 名 転　　　出　　　先
副所長兼調整課長・
納税相談室長

北播磨県民局加東県税事務所
副所長兼調整課長・納税相談室長中谷　達也 東播磨県民局加古川県税事務所

副所長兼調整課長久保　康雄

北播磨県民局加東県税事務所
自動車税課長三木　康成 丹波県民局丹波県税事務所

課税第2課長鈴木　隆司

総 務 課 長 局 局調査第二部　調査総括課
連絡調整官水野　富夫 総務部　総務課

納税者支援調整官（堺署派遣）高井　昭雄

管 理 運 営・
徴収統括官 上京 局管理運営第一部門

総括上席国税徴収官斉藤　亮治 徴収部　管理運営課
連絡調整官冨士田 聡治

個 人
第一統括官 局 伏見査察部　査察総括第一課

査察情報分析専門官小寺　達義 個人課税第一部門
統括国税調査官林　　祐子

法 人
第一統括官 局 上京課税第二部　法人課税課

実務指導専門官二見　典子 酒類指導官荻野　　晃

法 人
第二統括官 局 吹田総務部　会計課

予算係長長田　英克 法人課税第四部門
統括国税調査官白瀧　修司
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定時総会開催令和3年度
　本年度の総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年同様に少人数での開催とし、代議員並びに組合員
の皆様については、委任状での参加となりました。
　豊岡納税協会の定時社員総会では、①令和2年度事業及び決算報告、②会費基準の改定について慎重審議の結果、原
案どおり承認可決されました。
　また、3月24日開催の理事会において承認された令和3年度事業計画及び収支予算についても併せて報告されました。
　豊岡納税貯蓄組合連合会の定期総会についても、①令和2年度事業報告と収支決算、②令和3年度事業計画と収支予算
について慎重審議の結果、何れも原案通り承認可決されました。

　新型コロナウイ
ルス感染症に終息
が見えない状況の
中、当協会におい
ては、ここ数年の
会員離れに歯止め
がかからず、財政
は予断を許さない状況におかれています。財政基盤の改善
は喫緊の課題であり、問題の解消に向け、親会及び青年部
会一丸となり取り組むこととします。
　また、福祉制度の推進にむけた協働体制の確立も有効な
手立てと考えられ、福祉制度の推進実施会社3社との協力
関係の構築に努めます。

　個人会費について、現行の等級を廃止し、現在2,400円
から12,000円を徴する個人会員については金額を2,000円に
引き下げ、一律とする。

事 業 方 針

会費基準の改定

公益社団法人 豊岡納税協会
豊 岡 納 税 貯 蓄 組 合 連 合 会

◆公益社団法人豊岡納税協会

　当連合会では、全国
の統一事業である「中
学生の税についての作
文」と兵庫県連で実施
する「小学生高学年を
対象とした税に関する
書道・ポスター」の募
集活動を実施してまいりましたが、本年もコロナ禍による
環境の中、当該事業の持つ意味を鑑み、生徒・児童の負担
とならないよう配意する中で継続することとします。
　また、昨年新規事業として実施した小学生に対する租税
教室を引き続き開催するとともに、多くの組合員に対し、
事業に参画するという意識の醸成を図り、共に事業活動を
推進する環境作りに引き続き、努めることとします。
　加えて、昨年コロナ禍により中止となった税務署・県税事
務所・豊岡納税協会との共催による地域イベント等の催し
物が開催されれば、ブースを出展し、税に関する書道・ポ
スター等の展示及び小学生を対象とした税金クイズ等広報
活動を行うこととします。

事 業 方 針

◆豊岡納税貯蓄組合連合会 豊岡納貯連合会　決算書・予算書
一般会計 （単位：円）

科　　　　目 令和２年度決算額 令和３年度予算額
【収入の部】
会 報 協 力 費
補 助 金 ・ 助 成 金
雑 収 入
特 別 会 計 繰 入 金
前 期 繰 越 金
収 入 合 計

328,000
359,715

20
0

177,568

328,000
367,000
5,000

100,000
155,696

【支出の部】
租 税 教 育 事 業 費
税 務 広 報 事 業 費
会 議 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
渉 外 費
印 刷 消 耗 品 費
委 託 費
負 担 金
雑 費
予 備 費
次 期 繰 越 金

105,285
489,186
13,376
8,760
0
0
0

10,000
83,000

0
0

155,696

115,000
551,000
30,000
30,000
10,000
20,000
5,000
10,000
83,000
20,000
81,696

0

865,303 955,696

特別会計 （単位：円）
科　　　　目 令和２年度決算額 令和３年度予算額

前 期 繰 越 金 200,000
0

200,000

200,000
100,000
100,000

　 一 般 会 計に繰り入 れ
次 期 繰 越 金

支 出 合 計 865,303 955,696

（単位：円）
科　　　　目 令和 2年度決算額 令和 3年度予算額

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
（１） 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
受取会費
事業収益
受取助成金
雑収益

（２） 経常費用
事業費
管理費
当 期 経 常 増 減 額

2. 経常外増減の部
（１） 経常外収益
（２） 経常外費用

当 期 経 常 外 増 減 額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

17,823,746 17,081,400

1,855,335

0
0
0

1,855,335
82,000

1,773,335
40,442,816
42,216,151
42,216,151

279,800

0
0
0

279,800
82,000
197,800

42,292,000
42,489,800
42,489,800

13,191,728
2,776,683

14,131,100
2,670,500

15,968,411 16,801,600

1,102
3,216

6,570,300
1,151,109
9,915,500
182,519

200
700

6,341,500
945,000
9,173,900
620,100

豊岡納税協会　決算書・予算書

（注）令和３年度予算において、上記以外に資産取得資金の当年度分
　　積立てとして、次のとおり計上している。
　　　　会館建設等積立資産　　３００,５００円

Ⅱ 正味財産期末残高
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又は

第60回  「税に関する高校生の作文」募集

申告書の提出は e-Tax（データ送信）または郵送等で！

e-Taxで送信して提出

◆ 応募資格
◆ テ ー マ

◆ 応募点数
◆ 文 字 数

◆ 提 出 先
◆ 締 切 り
◆ 表　　彰
◆ 発　　表

◆ 著 作 権

高校生
税の意義と役割について考えたこと
自分で考えたことや体験を通じて考えたこと、問題意識を持ったことなど、自らの言葉で表
現しているものであれば、何でも結構です。
（例）・社会との関わりの中で自分が体験したことを通じて税について考えたこと
　　・税に関するニュースや身近な税の話題について考えたこと
　　　（例示にとらわれる必要はありません。）
　※応募作品は、本人が創作したもので未発表のものに限ります。
１人１編
800字以上1,200字以内
作文の冒頭には「学校名・学年・氏名（ふりがな）・題名」を、末尾には「応募者の住所」を
記載してください（学校を通じて応募する場合は、住所の記載は必要ありません。）。
最寄りの税務署に提出してください。
令和３年９月６日（月）必着
優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
優秀作品は、都道府県名・学校名・学年・氏名とともに国税庁ホームページや国税当局が作
成する広報誌等に掲載するほか、報道機関等に資料を提供するなど、広く発表します。
作品は返却いたしません。作品の著作権は国税庁に帰属します。

【お問い合わせ先】豊岡税務署総務課（☎0796－22－2101）

【お問い合わせ先】豊岡税務署個人課税第 1部門（☎0796－22－2144）

印刷して郵送等で税務署へ提出

マイナンバーカードを使って送信
用意するものは、次の2つ

プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサービス（有料）
を利用すれば、印刷できます。

マイナンバーカードをお持ちでない方

IDとパスワードで送信

① マイナンバーカード

・「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行を
希望される場合は、申告されるご本人が顔写真
付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務
署にお越しください。

・既にID・パスワード方式の届出を出された方は、
申告書の控えと一緒に保管されている場合があ
りますので、ご確認ください。

（注）ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

② ICカードリーダライタ　又は
　 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

ICカードリーダライタと
して代用できる端末は
一部のAndroid端末のみ

対応端末の一覧
はこちらから！

本
人
用

　本
人
用

　本
人
用

本
人
用

　本
人
用

　本
人
用

重　要　書　類

（見本）
ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード↓

ID・パスワード方式の届出完了通知 ID・PW

1111 1111 1111 1111
a12345678

利用者識別番号
（半角数字・16桁）

暗証番号
（半角英数小文字）

ID・PW
が目印



令和３年８月 第144号 （5）

令和５年１０月１日から
消費税の仕入税額控除の方式として

（いわゆるインボイス制度）が導入されます。
「適格請求書等保存方式」

インボイスを交付する事業者となるには
事前に登録申請が必要です！

【登録申請受付開始:令和３年１０月１日～】

※インボイスとは、登録番号のほか、一定の事項が記載された
　請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

インボイス 制 度 に つ い て

専 用 ダ イヤ ル

【フリーダイヤル】

【 受 付 時 間 】
0120-205-553
９：００～１７：００（土日祝除く）

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

詳しくお知りになりたい方は

事業者の
みなさまへ

登録申請は、e-Taxをご利用いただくと
手続がスムーズです。

国 税 庁

特設サイトへ
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令和２年 兵庫県納税功労者表彰
　令和２年12月１４日、兵庫県公館において、令和２年兵庫県納税功労者表彰式が執り行われ、但馬
地域からは法人納税者として株式会社 西山工務店、特別徴収義務者として株式会社 西村商店の２者
が受賞されました。
　納税の重要性に対する深い認識のもとに、常に適正な申告と納期内納税を続けられ、地域住民の納
税意識の育成・高揚並びに納税秩序の確立を図られるなど、納税を通じて県政の推進に大きく寄与さ
れた功績が認められての受賞となりました。
　受賞者の栄誉をお祝い申し上げるとともに、今後ますますのご繁栄をお祈り申し上げます。

個人事業税の納税について
個人事業税は、所得税・住民税とは別に、個人で事業を行う方に課税される税です。

第１期分と第２期分の納付書を８月にまとめて送付します。
最寄りの金融機関、または県税事務所で期限内にお納めください。
また、納税には便利な口座振替制度もぜひご利用ください。

口座振替納税を利用されますと、
　　・現金を扱いませんので安心です。
　　・納期限を気にしなくてすみます。
　　・納税のために金融機関等へ出かける手間が省けます。

＊口座振替のお申し込みは金融機関、県税事務所で受け付けています。

【お問い合わせ先】但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　☎（０７９６）２６－３６２８

納期限は

となっています。

第1期分
第2期分 日（火）月11 30

日（火）月8 31

はばタンからの
お願いです。



令和３年８月 第144号 （7）

ゴルフ場利用税
■ ゴルフ場利用税とは
　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通じて納める
県税です。納める額はゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められており、
一人一日当り３００～１，２００円になります。

ゴルフ場数
　日本のゴルフ場第１号は明
治３６年５月２４日オープンした
神戸ゴルフ倶楽部で、現在県
内には１６1ヵ所のゴルフ場があ
り、日本第2位です。

（令和3年3月３１日現在）

■ 市町への交付
　ゴルフ場利用税の収入額の10分の７は、ゴルフ場利用税交付金として
ゴルフ場が所在する市町に交付され、地域振興を図るうえで重要な役割を
果たしています。

■ 非 課 税
　次の人にはゴルフ場利用税は課されません（該当する旨の証明がある場合に限る）
①18歳未満の人、又は70歳以上の人　　　
②障害者
③国民体育大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用、又はその公式の
練習としての利用

④学生、生徒、教員等が学校の教育活動としての利用
⑤国際競技大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用、又は
その公式の練習としての利用

県や市町の貴重な財源です！

【お問い合わせ先】但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第２課　☎（0796）26－３６３０

は
土地や家屋を取得したときに一度だけ

課税される県税です！
　不動産（土地・建物）を売買、贈与、交換、建築などにより取得したときに課される県税
で、市や町が毎年課税する固定資産税とは違い、一度だけ納めていただく税です。
　不動産を取得した場合は、申告書を提出してください。

■ 納める人
　
■ 納める額

■ その他

不動産（土地や家屋）を取得した人

× ＝不動産の価格
（評価額） 税率（4％） 税　額

一定の要件を満たす住宅や住宅用土地（敷地）を取得したときは、申告（申請）により軽減されます。
不動産取得税について、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

「不動産の価格」とは 税率の特例
・土地や家屋を売買・贈与、交換
　などにより取得したとき

・家屋を新築、増改築したとき

・土地及び住宅については、令和6年3月
31日までに取得されたものに限り、税率
が4％から3％に軽減されます。

市や町の固定資産課税台帳
に登録された価格
固定資産評価基準により評
価した価格

◎実際の購入価格や建築工事費ではありません。

不動産取得税

は



（8）第144号 令和３年８月

　近年、所有者不明の土地、建物が増えてきており、公共事業の推進や生活環境の面において様々な問題が生
じています。このため平成30年度には「所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法」が制定され、ま
た、令和2年度の税制改正により、固定資産の使用者に対し課税することが出来るようになりました。
　固定資産税は、各年の1月1日時点（以下「賦課期日」という。）に土地、家屋等を所有している方（以下
「所有者」という。）に対して課税しています。
　今までは所有者が亡くなった場合は、相続人に対し「相続登記」をしていただくか、「相続人代表届」を提
出していただいて所有者を特定し課税していました。そのため所有者の相続人が不明の場合は、課税が出来ま
せんでした。
　しかしながら、上記の税制改正により、調査を尽くしてもなお所有者が不明な場合は、事前に使用者に通知
した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産税を課税することが出来るようになりました。

賃貸家屋に入居している者
（乙）が、家屋の所有者（甲）死
亡後も賃貸料を支払わず入居し
続けており、家屋所有者の相続
人も不在の場合

表題部（甲）しか登記のない土
地の上に居住（乙）しており、表
題部の名義人不明及び相続人
不明の場合

土地、建物の所有者（甲）が死
亡し、全ての相続人が相続放棄
したが、相続放棄した相続人
（乙）が居住している場合

（8
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近年、所有者不明の土地、建物が増えてきており、公共事業の推進や生活環境の面において様々な問題が生
じています このため平成30年度には「所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法」が制定され ま

令和3年度から固定資産税の
「使用者課税」が始まっています!!

例 1

入居者乙

土地・家屋
甲名義（亡）

例 2 例 3

乙に課税 乙に課税 乙に課税

住居者乙

家屋　乙名義

〈 土地登記簿 〉
表題部　甲（不明）
権利　記載無
※甲相続人（不明）

土地　甲名義

※甲に乙以外の相続人なし※乙は相続放棄

居住者乙

土地・家屋
甲名義（亡）
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豊岡納税協会のホームページをリニューアルしました
ＵＲＬ　 https://www.nk-net.co.jp/toyooka/
事業活動・行事案内等、随時更新してまいりますので、どうぞご覧ください

豊岡納税協会

納税協会青年部会だより
★令和3年度　部会総会開催
　去る6月25日アール・ベル・アンジェ豊岡において、
「新型コロナウイルス感染症」拡大防止対策をした上で、
豊岡税務署長様並びに公益社団法人豊岡納税協会長様をご
来賓に迎え、令和3年度部会総会を開催しました。
　大西部会長あいさつの後、令和2年度事業報告及び収支決
算、令和3年度事業計画及び収支予算について親会の総会で
承認可決されたことを報告しました。
　本年度は「新型コロナウイルス感染症」拡大の影響によ
り、多くの行事が中止されることが決定している中、状況
を見ながら部会員の皆様に有益な事業を実施したいと考え
ており、ご協力をお願いしたいとの説明がありました。
　　　＊ 研修会
　　　＊ 北近畿ブロック青連協　研修交流会（中止）
　　　＊ 第13回「青年の集い」京都大会（中止）
　引き続き任期満了による役員改選が行われ、新部会長に
㈱徳網建設の徳網 靖氏が選任されました。新役員の方々をご紹介いたします。
　総会終了後、令和3年3月31日をもって卒部となった7名の部会員が紹介され、記念品が贈呈されました。
　また、出席された2名の方から、卒部にあたり思い出話や後輩へのエールが送られました。

　この度、令和3年度から2年間、青年部会の部会長を務めさせていただくことになりました。
よろしくお願いします。
　2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行による未曾有の経済停滞にさらされました。
このような時代だからこそ、情熱を持った元気な若手経営者や経営幹部が集う青年部会は、異業
種交流のみならず、税を通じて多くの仲間と共に学び、新しい発想、事業展開に繋げていきます。
　また、地域の税の啓発活動として、子供たちを対象にした「租税教室」を開催しており、税
を通じて青年部会から地域へと元気を発信できればと考えております。人脈と交流を広げる
チャンスですので、一人でも多くのご入会をお待ちしています。

部会長就任のごあいさつ

㈱徳網建設
徳網　靖

議長を務める大西部会長 卒部者記念品贈呈

役 員 名 簿 （敬称略）

部 会 長 徳 網  　靖  （出石 ㈱徳網建設）
副部会長 佐 藤 壮 一  （豊岡 ㈱メルサ）
　  〃　 井 藤 伸 二  （城崎 ㈱井藤商事）
幹　　事 大 西 伸 弥  （城崎 ㈱大西屋）
　  〃　 福 井 喜 宏  （豊岡 福井リース）
　  〃　 中 易 裕 明  （出石 出石酒造㈲）
　  〃　 細 川 太 郎  （豊岡 風信書道会）
　  〃　 長谷川研介  （日高 ㈱ハセック）
　  〃　 中 村 琢 弥  （香住 （資）中村組）
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※お問い合わせは、豊岡納税貯蓄組合連合会まで（☎0796－22－3862）

中学生の「税についての作文」募集

◆応募資格　中学生
◆テ ー マ　税に関すること。題材は自由。
　　　　　　内容が税に関するものであれば何でも構い
　　　　　　ません。
◆文 字 数　原稿用紙（400字詰め）３枚
　　　　　　1,200字以内（題名を含む）
　　　　　　※字数制限厳守。作文のはじめに、題名・
　　　　　　　学校名・学年・氏名
　　　　　　　（ふりがな）を明記し
　　　　　　　てください。
◆提 出 先　所属の学校を経て、
　　　　　　豊岡納税貯蓄組合
　　　　　　連合会へ
◆締 切 り　令和3年9月3日
　　　　　 （必着）

◆応募資格　小学生高学年（5年生・6年生）
◆課　　題　税に関するもの。題材は自由。
　　　　　　（例…税金・納税・申告・消費税・振替納税など）
　　　　　　内容が税に関するものであれば何でも構い
　　　　　　ません。ただし、税関に関するものは対象
　　　　　　外とします。
◆用　　紙　書道…半紙（白紙　縦33.4cm×横24.3cm）
　　　　　　ポスター…四ツ切画用紙（縦横自由）
　　　　　　　（白紙　縦39.2cm×横54.2cm）
◆提 出 先　所属の学校を経て、
　　　　　　豊岡納税貯蓄組合
　　　　　　連合会へ
◆締 切 り　令和3年9月30日
　　　　　 （必着）

小学生の「税に関する書道・ポスター」募集

豊 岡 銀 行 協 会
（順序不同）

三 井 住 友 銀 行
但 馬 信 用 金 庫
み な と 銀 行
兵 庫 県 信 用 組 合

・
・
・
・

但 馬 銀 行
山 陰 合 同 銀 行
但 陽 信 用 金 庫
たじま農業協同組合

・
・
・
・

姫路支社

税
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姫路支社/
兵庫県姫路市豊沢町135(姫路大同生命ビル4F)
TEL 079-282-2515

神戸支店/
神戸市中央区小野柄通3-2-22(富士火災神戸ビル)
TEL 078-570-4300


